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１ 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 
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２ 計画の背景  

（１）国際的な動き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 
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（２）国の動き  

 

（３）長野県の動き  
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３ 計画の位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第六次須坂市総合計画 

 

・須坂市健康づくり計画「第２次 健康須坂と

きめき 21」 

・「須坂市高齢者いきいきプラン」第九次老人

福祉計画・第八期介護保険事業計画 

・第五次須坂市障がい者等行動計画 

・第２期須坂市子ども・子育て支援事業計画 

・須坂市人権政策推進基本方針 

・その他計画 

第六次須坂市男女共同参画計画 

整合・連携 

【 県 】 

整合 

【 国 】 

・第五次男女共同 

参画基本計画 

・男女共同参画 

社会基本法 

 

・ＤＶ防止法 

 

・女性活躍推進法 

 

整合 

・長野県男女共同

参画計画（第５

次） 

須坂市女と男がともに参画する 

社会づくり条例 

【 須坂市 】 
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４ 計画の期間 

 

５ 計画の策定体制 

 

６ 男女共同参画の推進における基本理念 
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２ 計画の基本目標 

 

１ 基本目標 

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり  

基本目標２ 女性が活躍できる環境づくり【女性活躍推進】  

基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり  
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２ 計画の体系 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 具体的目標 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）審議会等委員の女性の参画促進 

（１）男女共同参画意識の向上と慣習の見直し 性
別
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
男
女
が
対
等
な
立
場
で
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
参
画
し
、 

責
任
を
共
に
担
う
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す 

（２）学習の機会と情報提供の充実 

（３）学校・保育園等における男女共同参画の
意識を高める教育の推進 

（２)女性の活躍推進 

（３）子育て支援の充実 

（４）地域活動への男女共同参画の拡大 

（５）ワーク・ライフ・バランスの推進 

（６）企業・団体における女性の活躍の推進 

（７）農林業、商工業等の自営業における男女
共同参画の推進 

（８）須坂市役所内の取組み 

（１）互いに尊敬し支えあう人権尊重の意識づ
くり 

（２）生涯を通じた健康づくり 

（３）男女間のあらゆる暴力をなくす 
【ＤＶ防止】 

（４）高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

１ 男女共同参画の
意識づくり 

（５）防災における男女共同参画の推進 

３ 安心して暮らせ
る地域づくり 

２ 女性が活躍でき
る環境づくり 

【女性活躍推進】 

（６）メディアにおける人権の尊重 
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現状と課題 

 

 

３ 計画の内容 

 

１ 男女共同参画の意識づくり 

（１）男女共同参画意識の向上と慣習の見直し  

 

【図 男女の地位の平等感について】 

 

 

女性が優遇されている やや女性が優遇されている

平等になっている やや男性が優遇されている

男性が優遇されている わからない

無回答

回答者数 = 711

ア　家庭では

イ　教育では

ウ　職場では

エ　地域では

オ　政治や制度では

カ　社会通念・慣行・しきたりでは

3.1

0.6

1.3

1.3

0.4

0.4

4.9

1.7

5.6

3.2

1.5

1.4

36.6

62.0

27.0

23.6

14.3

16.0

31.1

14.2

28.1

31.4

33.6

29.3

14.3

3.8

17.3

19.0

34.0

30.2

6.8

12.9

14.9

18.3

12.2

18.7

3.2

4.8

5.8

3.2

3.8

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【図 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 地域での慣行、しきたりについて】 

 

 

 

 

 

 

 

  

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 どちらともいえない 無回答

回答者数 =

　 711 3.5 20.0 38.3 20.7 14.3 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

わからない 無回答

回答者数 = 711

ア　地域行事や酒席では、女性は裏方
　　（台所）を引き受けるのが当たり前だ

イ　区（自治会）などの団体の代表者は、
　　男性がなった方がよい

ウ　家庭や地域におけるしきたりや慣習は､
　　時代に合わないと思っても守るべきである

エ　女性が外に出る時は、家の中のことを
　　きちんとしてから出るべきである

1.7

6.5

3.1

5.6

14.1

22.5

12.9

18.1

21.1

20.4

28.0

24.1

57.7

44.0

47.4

44.6

3.4

4.4

6.3

4.8

2.1

2.3

2.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

（２）学習の機会と情報提供の充実  
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具体的施策 

 

【図 男女共同参画に関する制度の認知度について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 男女共同参画に関する用語の認知度について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

  

言葉も内容も知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない 無回答

回答者数 = 711

ア　須坂市男女共同参画計画

イ　須坂市女と男がともに参画する
　　社会づくり条例

16.2

6.3

43.6

31.1

38.1

59.8

2.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた 知らなかった 無回答

回答者数 = 711

ア　男女共同参画社会

イ　ワーク・ライフ・バランス

ウ　ジェンダー

エ　性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）

オ　アンコンシャス・バイアス
　　（無意識の思い込み）

カ　ジェンダー・ギャップ指数

キ　ジェンダー・ギャップ指数が低い背景には、
　　長年にわたる固定的性別役割分担意識や
　　性差による偏見・思い込みがあること

65.0

50.6

76.7

70.6

11.5

26.6

33.5

32.3

46.3

20.7

26.9

85.7

71.3

64.1

2.7

3.1

2.7

2.5

2.8

2.1

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

（３）学校・保育園等における男女共同参画の意識を高める教育の推進  

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

２ 女性が活躍できる環境づくり【女性活躍推進】 

（１）審議会等委員の女性の参画促進  
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具体的施策 

 

 

【図 女性が区及びＰＴＡ等の役員や市の政策決定に関わる審議会への 

参画を進めていくために重要なことについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

  

回答者数 = 711 ％

女性に大役は任せられないなどの、
意識を変える

女性もどんどん役を引き受けるなど、
女性側の意識を変える

適任であれば男女は問わない、
という雰囲気をつくる

女性もいろいろなところでリーダーシップが
とれるよう、女性を対象に研修会等を開く

役員の選出方法や仕組みを変える

家事・育児・介護などについて、女性の
負担を減らす

わからない

その他

無回答

29.0

30.1

82.1

14.8

34.2

48.8

2.5

1.8

1.7

0 20 40 60 80 100
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現状と課題 

 

 

（２）女性の活躍推進  

 

【図 職業生活における女性の活躍を推進する上での必要な取組みについて】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 711 ％

女性の就業継続に関する支援

ワーク・ライフ・バランスの促進

公正・透明な人事管理制度、評価制度の構築

人材育成の機会を男女同等に与えること

女性の活躍の必要性についての理解促進

女性のモチベーション (意欲・やる気) や職業意識を高めるため
の研修

採用、昇進、配置における
女性が満たしにくい要件 (転勤要件等) の緩和

セクシュアルハラスメント (相手方の意に反する性的な言動で、
職場の環境を悪化させること) 防止など職場環境の整備

ジェンダーフリー (従来の固定的な性別における役割分担に
とらわれない、男女が平等に自らの能力を生かして自由に
行動・生活できること)

男性の意識改革 (家事・育児・介護を男女が共に担う意識)

男性の育児休暇取得

職場で活躍のモデルとなる女性の育成

わからない

その他

無回答

36.7

20.0

26.3

23.9

16.3

13.8

22.9

11.5

24.6

46.6

12.9

4.6

2.7

2.3

1.5

0 20 40 60 80 100
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具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

（３）子育て支援の充実  
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具体的施策 

 

具体的施策 

 

 

①子育て環境の整備 

 

取組み内容 担当課 

 

 

②ひとり親家庭等への支援 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

 

（４）地域活動への男女共同参画の拡大  

 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

 

（５）ワーク・ライフ・バランスの推進  

 

【図 男性と女性がともに仕事と家庭生活を両立させていけるような環境を 

つくるために必要なことについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 711 ％

労働時間を短縮する

賃金・昇進などの男女平等な扱い

育児・介護休業制度の利用促進や短時間勤務
制度など、働きやすい職場環境を整える

保育施設や子育て支援に係るサービスを
充実する

介護施設や介護に係るサービスを充実する

町や隣近所など地域のつながりを大切にする

職場の同僚や上司の理解

夫婦や家族間での協力

男性の家事・育児・介護への積極的参加を促進
する

テレワーク( 時間や場所にとらわれない柔軟な
働き方) などのICT(情報通信技術) を利用した
多様な働き方の普及

わからない

その他

無回答

20.0

35.4

52.5

26.3

21.0

7.9

32.9

42.9

22.4

8.7

1.0

3.0

1.7

0 20 40 60 80 100
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具体的施策 

 

 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

 

（６）企業・団体における女性の活躍の推進  

 

【図 男女共同参画社会づくりを進める上での重要な取組について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

回答者数 = 711 ％

家庭や地域におけるしきたりや慣習を
見直す

男女が平等であること、相互の理解や
協力についての学習を充実する

議員、区役員、PTA 会長など、
様々な分野に参画する女性を増やす

企業が「雇用や労働条件の男女平等」や
「働き方の見直し」などに取組む

仕事と育児や介護を両立させるための
支援策を充実する

男性や女性のための相談窓口を充実し、
周知を徹底する

母性保護の推進と男女の生涯にわたる
健康づくりを支援する

様々な分野でチャレンジする女性を支援
する

わからない

その他

無回答

51.5

29.3

27.7

34.9

50.8

11.8

5.8

21.8

5.2

2.0

3.2

0 20 40 60 80 100
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

 

（７）農林業、商工業等の自営業における男女共同参画の推進  

 

 

 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

 

（８）須坂市役所内の取組み  

 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

３ 安心して暮らせる地域づくり 

（１）互いに尊敬し支えあう人権尊重の意識づくり  

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

（２）生涯を通じた健康づくり  
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具体的施策 

 

 

【図 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による暮らし方等への影響について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 

  

回答者数 = 711 ％

影響なし

雇用や所得が不安定になった

健康面の不安が増えた

家事・育児・介護等の負担が増えた

DVや性暴力に遭う機会が増えた

その他

無回答

18.1

14.8

64.3

11.5

0.3

10.0

5.6

0 20 40 60 80 100
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現状と課題 

 

（３）男女間のあらゆる暴力をなくす【ＤＶ防止】  

 

 

 

【図 配偶者や恋人など身近な人から暴力を受けた場合の相談相手について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 711 ％

配偶者暴力相談支援センター、長野県女性相談
センター、長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”、
長野県性暴力被害者支援センター等に相談する

警察に連絡・相談する

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談する

民生児童委員に相談する

市役所の相談窓口( 男女共同参画課、福祉課、
人権交流センターなど) に相談する

民間の専門家や専門機関( 弁護士、カウンセラー、
民間シェルターなど) に相談する

医療関係者( 医師、看護師など) に相談する

学校関係者( 教員、養護教員、スクールカウンセラー
など) に相談する

家族や親せきに相談する

友人・知人に相談する

どこ( だれ) にも相談しない

わからない

その他

無回答

33.5

40.5

4.1

7.6

18.3

14.5

7.5

3.0

45.7

37.8

3.7

9.1

3.2

3.5

0 20 40 60 80 100
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具体的施策 

 

具体的施策 

 

 

①女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり 

 

取組み内容 担当課 

 

②相談と支援体制の充実 

 

取組み内容 担当課 
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現状と課題 

 

具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

（４）高齢者が安心して暮らせる環境づくり  

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

 

（５）防災における男女共同参画の推進  
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具体的施策 

 

現状と課題 

 

 

取組み内容 担当課 

 

 

（６）メディアにおける人権の尊重  
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具体的施策 

 

 

 

取組み内容 担当課 

 
 

４ 計画の推進のために 

 

１ 計画の推進体制 

（１）須坂市男女共同参画推進委員会  

 

（２）須坂市男女共同参画推進庁内連絡会  

 

（３）国・県・関係機関との連携  
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２ 市民との協働による推進 

 

 

３ 計画の進行管理 

４ 計画推進における達成目標 

内  容 現状値 目標値 対応する取組み 
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  資料 

 

１ 用語説明 

【あ行】 

アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見） 

 

ＬＧＢＴ 

 

 

【か行】 

固定的性別役割分担意識 

 

 

【さ行】 

ジェンダー 

 

持続可能な開発のための 2030アジェンダ 

  



 

 

32 
 

 

女性活躍推進法 

 

性的マイノリティ（性的少数者） 

 

 

【た行】 

ダイバーシティ 

 

男女共同参画社会 

 

男女共同参画社会基本法 

 

特定事業主行動計画 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 
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【は行】 

ヘルスリテラシー 

 

 

【ま行】 

メディアリテラシー 

 

 

【や行】 

要配慮者 

 

 

【わ行】 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 
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２ 男女共同参画社会基本法 
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３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（第一章、第二章抜粋） 
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４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（第一章抜粋） 
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５ 須坂市男女共同参画推進委員名簿 

 

組織 氏   名 所属等 備考 
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